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衆議院議員総選挙における地方公務員の服務規律の確保について 

 

 

選挙における地方公務員の服務規律については、行政の中立的運営とこれに対す

る住民の信頼の確保という要請に基づき、地方公務員法等により政治的行為が制限

され、さらに公職選挙法により地位利用による選挙運動等が罰則をもって禁止され

ています。 

 近く行われる予定の第４９回衆議院議員総選挙に際しても、地方公務員がこれら

の法律に違反して責任を問われ、あるいは、地方公務員の政治的中立性に対する疑

惑を招き、住民の信頼を損なうことがないようにするとともに、万が一、服務規律

違反等の行為があった場合は、厳正な措置をとられる等、下記事項に留意の上、法

令の遵守及び服務規律の確保を徹底されますよう、格段の配意をお願いします。 

  なお、貴都道府県内の市区町村等に対しても速やかにこの旨を周知徹底されるよ

う併せてお願いします。 

  本通知は、地方公務員法第５９条（技術的助言）及び地方自治法第２４５条の４

（技術的な助言）に基づくものです。 

 

記 

 

１ 選挙に際しては、公職選挙法第１２９条の規定により全ての事前運動が禁止さ

れており、これに違反した場合は同法第２３９条の規定により処罰されるもので

あること。 

 

２ 一般職の地方公務員については、地方公務員法第３６条の規定により政治的行

為が制限されているが、特に、選挙に際して、これらの地方公務員が特定の候補

者又は特定の政党その他の政治的団体を支持し、又は反対する目的をもって同条

第２項各号に掲げる政治的行為を行うことは禁止されていること。 

  なお、ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布は公職

選挙法においては可能とされているが（公職選挙法第１４２条の３第１項）、政

殿 



 

治的目的をもってなされる行為であって地方公務員法第３６条第２項各号に掲げ

る政治的行為に該当するものは、同法において禁止されていること。 

  

３ 地方公務員（特別職を含む。以下同じ。）は、公職選挙法第１３６条の２第１項

の規定により、その地位を利用して選挙運動をすることは厳に禁止されており、こ

れに違反した場合は、同法第２３９条の２第２項の規定により処罰されるもので

あること。 

 

４ 地方公務員が公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者（公職にある者

を含む。）を推薦し、支持し、又はこれに反対する目的をもってする公職選挙法第

１３６条の２第２項各号に掲げる行為は、前記３の禁止行為に該当するものとみ

なされ、これに違反した場合は、同法第２３９条の２第２項の規定により処罰され

るものであること。 

 

５ 地方公務員であって衆議院議員総選挙においてその候補者となろうとするもの

で公職選挙法第２３９条の２第１項各号に掲げる行為をしたものは、事前運動の

禁止に違反して選挙運動をした者とみなされ、同項の規定により処罰されるもの

であること。 



 

                                                                  参 考 

○公職選挙法（抄） 

（昭和二十五年法律第百号） 

 

（選挙運動の期間）  

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しく

は第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届

出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出（同条第二項において準用する第

八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出）又は第八十六条

の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあ

つた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。 

 

（公務員等の地位利用による選挙運動の禁止）  

第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をする

ことができない。  

 一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役

員若しくは職員 

 二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員（以下「公庫の役職員」という。）  

２ 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者（公職にある

者を含む。）を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げ

る行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。）

である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつ

てする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。  

 一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、

又は他人をしてこれらの行為をさせること。  

 二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与

し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさ

せること。  

 三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成

の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれら

の行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。  

 四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布

し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。 

 五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。）を推薦し、

支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償とし

て、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は

供与することを約束すること。 

 

 



 

（ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布） 

第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使

用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法（インターネット等を利用する方法（電

気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信

をいう。以下同じ。）の送信（公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送

信を除く。）により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器（入出力装置を

含む。以下同じ。）の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。）のうち電子メール（特

定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に

規定する電子メールをいう。以下同じ。）を利用する方法を除いたものをいう。以下同

じ。）により、頒布することができる。 

２・３ （略） 

 

（インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を

頒布する者の表示義務） 

第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサ

イト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者

は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用

する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 

２ （略） 

 

（事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反）  

第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処

する。  

 一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反し

て選挙運動をした者  

 二 第百三十四条の規定による命令に従わない者  

 三 第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者  

 四 第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者  

２ 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定

による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名

簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者

は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。  

 

（公務員等の選挙運動等の制限違反）  

第二百三十九条の二  国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人

の役員又は職員及び公庫の役職員（公職にある者を除く。）であつて、衆議院議員又は参議

院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をした

ものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三

十万円以下の罰金に処する。  



 

 一 当該公職の候補者となろうとする選挙区（選挙区がないときは、選挙の行われる区域。

以下この項において「当該選挙区」という。）において職務上の旅行又は職務上出席した

会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。 

 二 当該選挙区において、その地位及び氏名（これらのものが類推されるような名称を含

む。）を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。  

 三 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係

る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。  

 四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又

は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当た

り、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与するこ

とを約束させること。  

２ 第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の禁錮又は三

十万円以下の罰金に処する。  

 

 

 ○地方公務員法（抄） 

（昭和二十五年法律第二百六十一号） 

 

（政治的行為の制限）  

第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員

となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘

運動をしてはならない。 

２ 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関

を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人

又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはなら

ない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域（当該職員が都道府県の支庁若しくは

地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤

務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域）外

において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 

 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 

 二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 

 三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。 

 四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎（特定地方独立行政法人

にあつては、事務所。以下この号において同じ。）、施設等に掲示し、又は掲示させ、そ

の他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は

利用させること。 

 五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 

３ 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくは

あおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないこと



 

に対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの

利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 

４ 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受け

ることはない。 

５ 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定

地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的

とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。 


